
府立高校学力検査等手数料の還付手続きについて 

 

府立高校学力検査等手数料の支払後、出願をとりやめ※還付の手続きが必要となった

場合は、下記の書類等を問い合わせ先まで持参又は郵送してください。 

なお、請求から還付完了までに最大で１箇月かかることもありますのでご理解ください。 

また、手続きはできるだけ早く行ってください。 

 

※出願とりやめとは、手数料を支払ったものの、願書を提出しなかった場合を指します。 

願書提出後は、受検の有無に関わらず還付はできません。 

 

手続きに必要な書類等 

①手数料等還付請求書（ホームページからダウンロードし、記入例を確認の上、作成してく 

ださい。請求者と口座名義人が異なる場合は、「委任状」が必要となります。） 

②通帳写し（振込先が確認できるように金融機関名、口座番号、口座名義人が分かるもの

を準備してください。） 

③納付書・領収書及び納付済証 

 

納付書・領収書及び納付済証（見本） 

           ↑ ※「府に出さない」とありますが、還付の際には必要となります。 

 

問い合わせ先 

京都府教育庁指導部高校改革推進室 

〒602-8570 

京都府京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町（第３号館４階） 

TEL 075-414-5848 

※氏名が記入されている場合は、 

その方を請求者とすること。 


